
自
主
防
災
訓
練
に
参
加
し
ま
し
ょ
う

防災
　

地
震
や
台
風
、集
中
豪
雨
な
ど
、大
規

模
な
災
害
が
発
生
し
た
と
き
は
、行
政
か

ら
の
支
援（
公
助
）が
行
き
届
く
ま
で
に
時

間
が
か
か
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す
。

　

被
害
を
最
小
限
に
抑
え
る
た
め
に
も
、

知
識
の
習
得
や
訓
練
な
ど
を
積
み
重
ね
、

い
ざ
と
い
う
と
き
に
備
え
て
お
く
こ
と
が

大
切
で
す
。

　

消
防
署
で
は
、地
域
住
民
が
防
災
知
識

を
身
に
付
け
ら
れ
る
よ
う
消
火
器
や
消
火

栓
の
使
い
方
、ケ
ガ
を
し
た
時
の
応
急
処

置
な
ど
を
指
導
し
て
い
ま
す
。
詳
し
く
は

問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

問
(市)
消
防
署
警
防
課

☎
8
9
‐
0
1
7
2

市
内
一
斉
ク
リ
ー
ン
ア
ッ
プ
作
戦
を
実
施

環境
　
ご
み
の
な
い
快
適
な
環
境
づ
く
り
の
た

め
、ク
リ
ー
ン
ア
ッ
プ
作
戦
を
実
施
し
ま
す
。

▼
日
時

10
月
20
日
㈰　
午
前
中
の
1
時

間
程
度（
実
施
場
所
や
悪
天
候
時
の
中

止
な
ど
の
判
断
は
各
自
治
会
が
決
定
し

ま
す
）

▼
内
容　

吸
い
殻
、紙
く
ず
、空
き
缶
、

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
な
ど
の
ポ
イ
捨
て
ご
み

の
清
掃
な
ど

▼
注
意
事
項

　
・ご
み
袋
や
清
掃
用
具
な
ど
は
各
自
で

準
備
し
て
く
だ
さ
い
。

　
・集
め
た
ご
み
は
分
別
区
分
ど
お
り
に

分
別
し
、各
指
定
袋
に
入
れ
て
定
期

収
集
日
に
地
域
の
ご
み
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
に
出
し
て
く
だ
さ
い
。

問
(市)
清
掃
セ
ン
タ
ー

☎
8
3
‐
2
6
0
8

10
月
1
日
は「
浄
化
槽
の
日
」

下水道
　

浄
化
槽
の
管
理
者
は
、次
の
点
に
留
意

し
、適
切
な
維
持
管
理
を
お
願
い
し
ま
す
。

・保
守
点
検
は
県
の
登
録
事
業
者
へ
依
頼

し
て
く
だ
さ
い
。

・清
掃
は
市
の
許
可
事
業
者
へ
依
頼
し
て

く
だ
さ
い
。

・法
定
検
査
は
年
に
1
回
必
ず
受
け
て
く

だ
さ
い
。

▼
実
施
機
関　
（
一
社
）兵
庫
県
水
質
保
全

セ
ン
タ
ー

☎
0
7
8
‐
3
0
6
‐
6
0
2
1

問
(市)
下
水
道
課
下
水
道
管
理
係

ガ
ス
に
よ
る
事
故
を
防
ぎ

ま
し
ょ
う

消防
　
ガ
ス
に
よ
る
事
故
か
ら
身
を
守
る
た
め
に
は
そ
の

性
質
を
よ
く
知
り
、安
全
に
取
り
扱
う
こ
と
が
大
切

で
す
。

▼
ガ
ス
事
故
を
防
ぐ
た
め
に

·
ガ
ス
機
器
の
使
用
中
は
そ
の
場
を
離
れ
ず
、目

視
で
の
点
火・消
火
の
確
認
や
、換
気
を
行
う

·
定
期
的
な
点
検・手
入
れ
を
心
が
け
る

▼
ガ
ス
漏
れ
に
気
づ
い
た
と
き
は

·
使
用
中
の
火
気
は
全
部
消
す

·
ガ
ス
器
具
栓
と
元
栓
を
閉
め
る

·
窓
や
ド
ア
を
開
け
て
換
気
を
十
分
に
行
う

·
火
花
の
発
生
を
防
ぐ
た
め
、換
気
扇
や
電
気
類

の
ス
イ
ッ
チ
に
は
触
れ
な
い

·
ガ
ス
漏
れ
箇
所
が
分
か
ら
な
い
と
き
や
防
ぐ
こ

と
が
で
き
な
い
と
き
は
、ガ
ス
会
社
と
消
防
署

へ
通
報
す
る

問
(市)
消
防
本
部
予
防
課　
☎
8
9
‐
0
1
7
1

市
政
懇
談
会
を
次
の
日
程
で
開
催
し
ま

す
。
開
催
地
区
の
住
民
は
、傍
聴
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す（
傍
聴
者
は
発
言
で
き
ま

せ
ん
）。

問
(市)
市
民
協
働
課
市
民
交
流
係

　

閉
校
に
よ
り
不
用
と
な
っ
た
物
品
の
販
売
・
無
償

譲
渡
を
実
施
し
ま
す
。
物
品
の
詳
細
や
申
込
方
法
な

ど
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、市
役
所
4
階
財
政
課
、各

市
立
公
民
館
に
あ
る
実
施
要
領（
物
品
一
覧
含
む
）で

確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

●
現
地
内
覧
会

▼
日
時

11
月
10
日
㈰　

午
前
10
時
〜
11
時
、午

前
11
時
〜
正
午
、午
後
1
時
〜
2
時

▼
場
所　
旧
星
陽
中
学
校

▼
申
込
期
間　
10
月
22
日
㈫
ま
で

問・申
込
(市)
財
政
課
財
産
管
理
係

旧
星
陽
中
学
校
の
不
用
物

品
を
販
売・無
償
譲
渡

物品販売・
無償譲渡

＜表>販売・無償譲渡　実施予定

※ 提示された金額が最も高い方に物品を引き渡し
②・③は先に実施される販売で
物品が残った場合のみ実施

＜表>市政懇談会の開催予定

申込期間 引き渡し日

① 市内向け
　販売※

11月15日㈮まで 12月15日㈰

②市内・市外
　向け販売※

12月18日㈬～
令和7年1月17日㈮

令和7年
2月16日㈰

③無償譲渡 事前申し込みなし

令和7年
2月23日㈰
第1部：市内向け
第2部：市内外向け

日時 地区 場所

10月18日㈮午後7時～ 三木 中央公民館

10月20日㈰午後6時～ 別所 別所町公民館

10月25日㈮午後7時～ 細川 細川町公民館

10月26日㈯午後7時～ 吉川 吉川町公民館

◀ ホームページ
はこちら

▲ ホームページ
はこちら
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11 10広報みき 2024.10三木市役所・〒673－0492 上の丸町10-30・☎82－2000　吉川支所・〒673－1192 吉川町大沢412・☎72－0180　【開庁時間】平日午前8時30分～午後5時

10
月
の
市
政
懇
談
会
を
開
催

お知らせ


